
（別紙１） 

ながさき県民文化交流推進事業実施要領 

 

１．目的 

県内の芸術文化団体が、広域または他分野が連携する文化交流事業に取

り組むことにより、活動を活性化し、文化団体の育成を推進するととも

に、地域の芸術文化の振興を図る。また、国民文化祭、全国障害者芸術・

文化祭の開催を視野に入れながら、一丸となって県内の芸術文化を取り

上げることを目指す。 

２．実施機関 

長崎県文化団体協議会加盟団体、または長崎県文化団体協議会加盟団体

が構成員の一員である実行委員会等 

３．補助内容 

交流先の文化団体等との交流事業や、その成果をもって地域で取り組む

文化事業 

４．補助金額 

別表１に定める対象事業費から入場料を差し引いた残りの額の１／２

以内とする。（千円未満切捨、上限４０万円、予算の範囲内） 

５．事業申請書 

事業の補助を受けようとする団体等は、事業申請書（様式１－１、 

１－２、１－３）を長崎県文化団体協議会長に提出する。 

６．事業の採択 

長崎県文化団体協議会長は、提出された事業申請書について審査し、 

予算の範囲内で対象事業を選定する。 

７．事前執行届 

   交付決定前の事業費は対象外とする。事前執行届（様式６）を提出する

ことにより、当該年度中の交付決定日前の事業執行を認めるものとする。 

８．実績報告書 

   事業終了後３０日以内又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに、

事業の実績報告書（様式２－１、２－２、２－３）を長崎県文化団体協

議会長に提出する。 

９．補助金の支払い 

原則として精算払いの方式による。事業終了前に補助金が必要な場合、交

付する事もできる。（概算払い）ただし、この場合実績報告において、交

付申請よりも補助対象事業費が下回り、補助金の交付額が少なくなる場

合、その差額を戻入（返金）してもらうことになる。 

 



１０．事業の評価 

事業実施にあたっては、アンケート調査の実施等により事業の成果を検証

し、その結果を長崎県文化団体協議会長に報告し、今後の事業展開に反映

させるよう努める。 

１１．名称の使用 

   認証事業は、長崎県文化団体協議会との共催事業とし、「ながさき県民文

化交流推進事業」の名称をチラシ等に記載することとする。 

１２．帳簿の整備  

補助金等の交付を受けた者は、証拠書類等を整備し、これを当該事業の

完了の翌年度から５年間保存しなければならない。 



（別表１） 

補 助 対 象 事 業 経 費 

 

項 目               内          容 

 

出 演 費 

指揮料、演奏料、ソリスト出演料、合唱料、俳優等出演料、 

その他会長が必要と認める経費 

 

 

音楽・文芸費 

 

作曲・編曲料、作詞料、稽古ピアニスト料、調律料、楽譜・楽

器借料、写譜料、楽譜制作料、演出料、監修料、振付料、舞台

監督料、デザイン料、脚本料、訳詞料、著作権使用料、 

その他会長が必要と認める経費 

 

 

設営・舞台費 

 

会場使用料、会場設営費・撤去費、大道具費、小道具費、楽器

運搬費、衣装費、かつら費、履物費、美粧費、照明費、音響費、

効果費、道具運搬費、その他会長が必要と認める経費 

 

 

謝金・旅費 

 

編集謝金、原稿執筆謝金、会場整理・警備賃金、出演者等交通

費、出演者等宿泊・日当費、出演交渉旅費、 

その他会長が必要と認める経費 

 

 

宣伝・印刷費 

 

広告宣伝費、看板費、プログラム、ポスター、チラシ、チケッ

ト印刷費、台本印刷費、入場料販売手数料、 

その他会長が必要と認める経費 

 

記 録 費 

 

録画費、録音費、写真費、その他会長が必要と認める経費 

保 険 料 

 

催事保険保険料、楽器運搬保険保険料、 

その他会長が必要と認める経費 

 

企画制作費 

 

公演等の企画・制作に要する経費 

※ 備考 内容欄のその他に該当する場合は、申請書の備考欄にその内容を

記入すること。 

 

 

 


